
事業者の皆さまへ 

美里町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び 

美里町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金のご案内 

 

町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業要請、外出自粛等

によって、大きな影響を受けている事業者の皆さんに対し、協力金または支援金

を支給いたします。 

名称 
Ⓑ 美里町新型コロナウイルス感染症 

拡大防止協力金 

Ⓒ 美里町新型コロナウイルス感染症対策 

事業継続支援金 

交付対象者 

次の「いずれか」の要件を満たす事業者 

① 休業要請に該当する施設を有する事業者 

宮城県の要請に基づいて、４月２５日から

５月６日までの間、裏面の「休業要請等対象

施設一覧表」に掲げる町内すべての施設の

使用を停止した事業者 

② 営業時間が午後８時以降も続く飲食店 

宮城県の要請に基づいて、４月２５日から

５月６日までの間、午後８時から翌日午前５

時まで飲食を伴う営業を行わず、午後７時以

降に酒類の提供を行わなかった事業者 

③ 酒類の提供が午後７時以降も続く飲食店 

宮城県の要請に基づいて、４月２５日から

５月６日までの間、午後７時から翌日午前５

時まで酒類の提供を行わず、午後８時から

翌朝午前５時まで飲食を伴う営業を行わな

かった事業者 

次の「すべて」の要件を満たす事業者 

① 町内に事業所を有し事業を営む者で、引き

続き町内で事業を継続する意思があること。 

② 国の持続化給付金の給付対象者でないこと。 

③ 左記の協力金の交付対象者でないこと。 

④ １月以降、前年同月比で主たる事業の収入が

２０パーセント以上減少した月があること。 

⑤ 減少額が１０万円以上であること。 

⑥ 産業分類のうち、Ｆ電気・ガス・熱供給・水道

業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業、郵便業、Ｉ卸売

業、小売業、Ｊ金融業、保険業、Ｋ不動産業、物

品賃貸業、Ｌ学術研究、専門・技術サービス業、

Ｍ宿泊業、飲食サービス業、Ｎ生活関連サービ

ス業、娯楽業、Ｏ教育、学習支援業、Ｐ医療、福

祉及びＲサービス業であること。 

⑦ 性風俗関連特殊営業等でないこと。 

⑧ 政治及び宗教上の団体等でないこと。 

支給金額 １事業者あたり30万円 １事業者あたり10万円 

支給方法 口座振込（申請後2週間程度で振込予定） 口座振込（申請後2週間程度で振込予定） 

申請の際に

必要な書類 

１ 協力金交付申請書（押印必要） 

２ 次のうち、いずれか１つ以上の書類 

 □営業の許認可証の写し 

 □確定申告書の写し 

 □設立届・開業届の写し 

 □県民税・町民税の領収書の写し（この場合

は事業実態を証する書類が必要となりま

す(帳簿・営業日誌・店舗外観写真等） 

３ 休業・時短が確認できる書類（チラシ等） 

４ 振込先通帳の表紙及び表紙裏面の写し 

５ （個人事業主の場合）本人確認書類（運転

免許証等の写し） 

６ 誓約書 

１ 支援金交付申請書（押印必要） 

２ 添付資料 

□ （個人事業主の場合）本人確認書類（運転

免許証等の写し） 

□ 確定申告書などの前年同時期の売上が確

認できる書類の写し 

□ 振込先通帳の表紙及び表紙裏面の写し 

 



拡大防止協力金 休業要請等対象施設一覧表 
Ａ 遊興施設等 Ｆ 集会・展示施設 

１ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、

スナック、バー、パブなど 

17 集会場、公会堂 

２ 公衆浴場（個室付き浴場業に係るものを含

む。）、性風俗店 

18 展示場（住宅展示場を除く。） 

３ ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス 19 貸会議室、文化会館、多目的ホール 

４ その他の遊興施設（休業要請の対象となって

いるものに限る。） 

Ｇ 博物館・ホテル等 

Ｂ 大学・学習塾等 20 博物館、美術館、図書館、水族館、動物園、

植物園等 

５ 大学、専門学校、専修学校、各種学校、語学

学校等 

21 ホテル、旅館 

６ 自動車教習所 22 簡易宿所、下宿、民泊 

７ 学習塾 23 その他の文化施設（休業要請の対象になって

いるものに限る。） 

８ 音楽教室、生け花教室、茶道教室、書道教室、

絵画教室、そろばん教室、英会話教室 

Ｈ 商業施設 

９ その他の習い事（休業要請の対象となってい

るものに限る。） 

24 百貨店、マーケット、物品販売業 

Ｃ 文教施設 25 ペットショップ、トリミング 

10 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 26 玩具屋、模型屋 

Ｄ 運動・遊技施設等 27 ＤＶＤ／ビデオショップ（レンタルを含む。） 

11 パチンコ店 28 アウトドア用品店、釣具店、スポーツグッズ

店 

12 ゲームセンター、マージャン店 29 旅行代理店（店舗）、土産物店 

13 テーマパーク、遊園地 30 ネイルサロン、まつげエクステンション、リ

ラクゼーションサロン、エステ等 

14 体育館、水泳場、ボウリング場 31 スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、日帰り入浴

施設 

15 その他の運動・遊戯施設（休業要請の対象と

なっているものに限る。） 

32 写真屋、フォトスタジオ 

Ｅ 劇場等 33 美術品販売、似顔絵書き販売 

16 劇場、映画館、プラネタリウム 34 その他の商業施設（休業要請の対象となって

いるものに限る。） 
 

申請方法及

び申請期間 

申請は郵送・持参どちらでもできます。 

下記の申請窓口まで必要書類をそろえて申請してください。 

送付先・窓口 美里町牛飼字御蔵新田93-4 

               美里町起業サポートセンター「Ｋｉｒｉｂｉ」 

申請期間 令和２年５月２２日（金）から令和２年７月１０日（金）まで（土・日・祝日を除く。） 

            ※５月中は土日も持参による申請を受け付けします。 

            ※郵送の場合、７月１０日（金）必着 

申請時間 午前９時から午後４時まで 

 

5月中の申請は混雑が予想されます。感染拡大防止のため、事前の連絡をお願いします 

電話 0229-25-3329 


